
都城市立明道小学校ＰＴＡ会則 

 

第１章 総 則 

（名 称 等） 

 第１条 本会は、「都城市立明道小学校ＰＴＡ」と称する。 

 第２条 この会の事務局は、明道小学校内に置くものとする。          

（目的及び方針） 

 第３条 本会は、保護者と教職員が協力して、家庭・学校・地域社会における教育環境の充実と教育

の振興を図りながら、心身ともに健全な児童の育成を図るとともに、会員相互の研修及び親睦

を深めることを目的とする。      

 第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次のような方針で活動を行いその発展に努める。 

  １ 家庭・学校・地域社会との相互連携を密にし、児童の教育環境の改善・充実に努める。 

  ２ 家庭教育の充実を図るとともに、地域社会の教育力の向上に寄与する。 

  ３ 会員の教養を高めるための研修の充実や心身の健康増進を図るとともに、会員相互の親睦を図

る。 

  ４ 学校の教育環境の充実に期するため、施設等の整備・充実に努める。 

    ５ 各政治団体や宗教団体とは無関係であり、営利を目的とはしない。 

    ６ 学校と連携し、校納金（給食費・会費等）の健全な運営に期するため、徴収等を行う。 

  ７  その他、本会が必要と認める事業等を行う。 

（会 員） 

 第５条 本会の会員は、明道小学校に在学する児童の保護者、保護者に代わる人及び本校に勤務する 

教職員並びに本会の趣旨に賛同する者とする。 

        なお、会員は、会務の全てに権利と義務を有する。 

 

第２章 組 織 等 

（役員等） 

 第６条 役員会の構成については、次のとおりとする。 

    １ 役員会は、会長、副会長、顧問、学校担当で構成する。但し、必要に応じ専門部長等も加わる

ものとする。 

 第７条 本会には、次の役員と事務局職員を置くものとする。 

  １ 会   長  １名 

  ２ 副 会 長 ７名以内（男女適正に選考する）  

  ３ 各専門部長  ５名 

  ４ 顧   問  １名（校長：以下省略）     

    ５ 学校担当 １名（教頭：以下省略）              



  ６ 監   事 ２名（保護者、教職員） 

    ７ 書記・会計 １名（ＰＴＡ事務局職員：以下省略） 

 第８条 役員の任務は次のとおりとする。 

  １ 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

  ２ 副会長は会長を補佐し、各専門部の担当とする。また、会長に事故ある時はその職務代行者を

互選するとともに、諸会議及び書記・会計の事務等の掌握に努める。 

  ３ 書記・会計は、本会の記録・連絡及び会計事務を行う。  

    ４ 各専門部長は、各部の業務を総括し遂行する。 

  ５ 監事は、年度末及び必要に応じ会計監査を行い、総会において報告する。  

    ６ 顧問及び学校担当は，ＰＴＡ会務全体並びに事務・会計の指導・助言を行う。 

  第９条 本会の役員等の選出は、次のとおり行う。 

  １ 会長・副会長は、役員候補者選考委員会で選考し、推薦を行い、総会で承認を得る。 

  ２ 書記・会計、各専門部長、各学年長、監事は、会長が委嘱する。   

 第１０条 役員の任期等については、以下のとおりとする。 

  １ 役員の任期は原則２年とする。ただし再選は妨げない。 

   (1) 役員に欠員が生じたときは、常任委員会でこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とす

る。 

      (2) 役員は、本会の他の役職を兼務することはできない。   ←令和６年度改正 

   (3) 就任は総会承認後とする。但し、総会前において現役員の一部が不在となる期間においは、

実務運営について、現役員と新役員予定者で新学期当初行うことができるものとする。 

（委 員 等） 

 第１１条 本会には、次の委員会・専門部及び委員・部員等を置くものとする。但し、下記委員会・

専門部の委員・部員は、一戸１委員・部員を原則とする。 

    １ 常任委員会 

   (1) 常任委員会は、会長、副会長、各専門部長、各地区委員長、各学年委員長、ブックママ・

パパ代表、あさぎり会代表、顧問、学校担当、教務主任、各部担当教職員で構成する。 

      (2) 常任委員会は、執行機関であると共に、総会に代わる議決機関として必要に応じて会長が

これを招集する。 

      (3) 常任委員会は、２分の１以上の出席を得て成立し、出席者の過半数の同意を得て議決する

ものとする。なお、議長は副会長が輪番で行うものとする。 

   (4) 本会の目的及び能力に応じた各種の計画立案を行う。                     

     ア ＰＴＡの運営計画に関すること 

      イ 事業計画並びに運営に関すること 

      ウ 予算・決算等、総会に提出する議案に関すること 

      エ 総会で委任を受けた事項に関すること 

      オ その他、緊急かつ重要な事項に関すること 

(5) 協議内容が狭義の場合は、関係学年・学級委員長及び関係専門部長と三役との協議に代え

ることができる。  



    ２ 地区委員会 

      (1) 地区委員会は、本校区内における次の９つの地区に設置し構成する。 

ア 甲斐元地区  イ 上町地区  ウ 鷹尾地区  エ 西町地区  オ 八幡地区 

カ 姫城地区   キ 松元地区  ク 都島地区  ケ 牟田町地区    

   (2) 各地区においては、毎年３月に地区総会を開催し、委員長、副委員長、委員若干名を選出

し、地区委員会の運営にあたるものとする。 

      (3) 地区委員会は、地区委員長が招集し、次の事を行う。 

          ア 本会の目的を達成させるために、地区の実態に沿って、その運営及び活動に関する計画

を立て実行する。 

          イ 学校及び役員会や専門部会より、活動及び連絡等について依頼された時は、それらの事

について協力する 

          ウ  地区の実態に応じて、２地区合同で行うこともできる。 

    ３ 専門部会 

       (1) 専門部会は、次の各専門部で構成し、各部に部長、副部長、各部員を置く。 

          ア 広報部 

          イ 生徒指導部 

          ウ 保健体育部 

      エ 事業施設部 

          オ 家庭教育部 

       (2) 各部員の選出については、以下の通りとする。 

          ア 広報部、生徒指導部、保健体育部、事業施設部の部員は、各部の行事ごとに各学級、ま

たは地区で「一人一役」担当者を選出し、構成する。 

     イ 家庭教育部の部員は、１年保護者、学年長、学年会計及び希望する者を募り構成する。 

      ウ 各専門部会には、担当役員と担当教職員を置くものとする。 

    ４ 学年委員会 

       (1) 学年委員会は、学年長、学年会計、クラス長及び学年担任で構成する。 

      (2) 学年委員長は、必要に応じて学級担任と相談し、随時学年集会を開催し学年共通の問題に

ついて協議し処理等を行う。 

      ア 学年委員長は、学年集会の議長を兼ねる。 

  ５ 役員候補者選考委員会 

       (1) 役員候補者選考委員会は、地区委員長により構成する。 

    (2) 役員候補者選考委員会は、役員の選出・推薦に関することを行う。 

   ６ 特別委員会 

       (1) 特別委員会の委員は、事業別に別途選出する。 

    (2) 特別委員会は、特別に必要と認められる事業計画に関することを行う。 

      (3) 特別委員会において、給食費徴収特別委員会を設置し、給食費の未納金の徴収に関するこ

とや教育委員会との調整に関することを行う。 

  



第１２条 各委員等の任務はおおむね次のとおりとする。 

    １ 役員、顧問、学校担当         

     (1) 役員会、常任委員会、総会に出席し、所管事項を協議遂行する。 

        ２ 各専門部長 

            役員会（関連事項協議時のみ）、常任委員会、総会に出席し、所管事項を協議遂行する。 

       ３ 学年委員長 

          (1) 学年ＰＴＡの活動を推進し、学年を代表して常任委員会に出席し、所管事項を協議遂

行する。 

        ４ クラス長 

          (1) 学級ＰＴＡ活動を推進する。 

          (2) 学年委員長を補佐し、学年ＰＴＡ活動を推進する。 

    ５ 学年会計 

         (1) 学年予算の執行に関する業務を行う。 

     (2) 学年委員長、クラス長を補佐し、学年ＰＴＡ活動を推進する。 

 

第６章 会 議 

  第１３条  本会には、総会、役員会、常任委員会、各専門部会、学年・学級ＰＴＡ、役員候補者選考

委員会、特別委員会（特別に給食費徴収委員会を設置）を置くものとする。 

 第１４条 本会の会議は次のとおりとする。 

    １ 総会 

     (1) 総会は、本会の最高議決機関であり、原則として年度当初の４月に会長がこれを招集

し、会員の過半数（委任状も含む）の参加をもって成立する。 

     (2) 議事内容は出会者の過半数をもって議決する。 

     (3) 臨時総会は、会員の過半数の要求及び会長が必要と認めた場合に開催する。  

     (4) 総会では、次の事項を決議する。 

       ア 会則の改正に関すること 

       イ 役員の承認に関すること 

       ウ 予算・決算の審議と決定に関すること 

       エ 活動方針並びに事業計画に関すること 

       オ その他、重要な事項に関すること 

        ２ 役員会 

          (1) 必要に応じて会長が招集し、諸事項の検討を行う。 

          (2) その他、慶弔等緊急を要する事項が生じたときは、役員会で協議し決定する。決定し

た事項については、次回の常任委員会に報告する。 

          (3) 専門部長の出会は、検討内容により協議事項に関係する部長だけで行うこともでき

る。 

  



       ３ 常任委員会 

          (1) 常任委員会は、総会に次ぐ決議機関であり、必要に応じて会長がこれを招集し、運営 

委員の半数以上の出会者をもって成立するものとする。 

        なお、議事は出会者の３分の２以上をもって議決する。 

    ４ 各専門部会 

     (1) 各専門部会は必要に応じて各専門部長がこれを招集し、それぞれの所管事項を協議・ 

遂行する。 

     (2) 構成は、各専門部長、担当役員、担当教職員、各専門部員とし、必要に応じ書記・会

計、顧問、学校担当が加わる。 

          (3) 各専門部会は、学校及び他の専門部会の要請に応じて行事等の支援を行う。  

          (4) 各専門部会の所管事項 

          ア 広報部会 

           (ｱ)  ＰＴＡ新聞「明道っ子新聞」、広報誌「はぐくみ」の発行に関すること 

             (ｲ)  学校行事、ＰＴＡ行事等の広報に関すること 

           (ｳ)  研修会への参加 等 

        イ 生徒指導部会 

           (ｱ) 児童の生活・交通安全指導に関すること 

        (ｲ) 地域社会の環境浄化に関すること 

           (ｳ) 関係機関との連絡・調整に関すること 

           (ｴ) 生活指導だより等の発行に関すること 

            (ｵ) 生徒指導関係の大会参加 等 

       ウ 保健体育部会 

           (ｱ) 児童の健康・保健活動に関すること 

           (ｲ) 会員の体育的行事の運営等に関すること 

           (ｳ) 運動会等学校の体育的行事の協力に関すること 

           (ｴ) 学校保健委員会の運営・出席等に関すること 

             (ｵ)  学校保健関係の大会参加 等 

          カ 事業施設部 

             (ｱ) 校舎内外の環境美化に関すること 

             (ｲ)  学校施設の整備に関すること  

           (ｩ) 学校施設・教育環境等の整備充実に関すること 

               (ｴ)  バザーの運営等に関すること 等 

          キ 家庭教育部会 

            (ｱ)  児童の家庭学習、社会規範等に関すること 

            (ｲ)  会員の教養・研修に関すること 

               (ｳ)  家庭教育学級の運営・出席に関すること 

              (ｴ)  家庭教育関係の大会参加に関すること 

          ク 学年・学級ＰＴＡ 



           (ｱ) 学年・学級ＰＴＡの運営に関すること 

           (ｲ) 学校行事の運営に関すること 

           (ｳ) 各ＰＴＡ研修会の参加に関すること 

           (ｴ) 学校保健委員会・家庭教育学級の出席等に関すること  等 

 第１５条 各専門部会及び特別委員会は、如何なる事業計画についても当初常任委員会に諮るものと

する。 

 

第７章 会 計                                      

 第１６条 本会の会計は、会費等をもってこれをあてる。 

    １ 本会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行う。 

    ２ 会計年度は、毎年４月に始まり翌年３月３１日に終わる。 

    ３ 予算の執行は、会長の委嘱を受けて書記・会計等で行う。 

    ４ 本会の会計は、会計監査を経て総会で承認されなければならない。 

 

第８章 会 費 等 

 第１７条 会費等（ＰＴＡ会費、給食運営費）は、下記のとおりとする。 

    １ 会費の内訳について（１０か月徴収） 

         (1)  長子  

          ＰＴＡ会費  ７,０００円（７００円×１０月） 

          教育振興費 ２,０００円（２００円×１０月） 

                    給食運営費 ２００円（２０円×１０）   を徴収する。 

         (2)   ２子以下 

          教育振興費 ２,０００円（２００円×１０月） 

          給食運営費 ２００円（２０円×１０）   を徴収する。 

 

    ２ 会費については、３年をめどに増減を検討するものとする。 

  第１８条  ＰＴＡ会費の徴収等について 

        １ ＰＴＡ会費の未納については、ＰＴＡが責任をもって徴収するものとする。 

 

第９章 その他 

 第１９条 本会の事業を進めるにあたっては、会則に定める事項を除き、別に定める細則によって行

うことができる。なお、細則の変更については常任委員会で行うことができる。ただし、変

更した事項については、次回の総会で報告しなければならない。 

 



第１０章 付 則 

 第２０条 本会の会則は、総会において参加者の過半数の賛成により制定・改廃することができる。 

 第２１条 本規約は、昭和５７年４月１日より施行する。 

             規約の一部改正 平成１３年４月２２日 

               平成１６年４月１６日 

               平成２３年４月１３日 

               平成２６年４月１３日 

                             平成２９年４月１６日 

                             令和 ２年４月１８日 

                             令和 ４年４月１８日 

                             令和 ６年４月２０日 


